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第１章 労働委員会の概要 

 

第１節 労働委員会の位置づけ等 

 

１  労働委員会の位置づけ 
 

労働委員会とは、労働者の団結権の擁護及び労働関係の公正な調整を図るため、労働組合

法第19条の12第１項、地方自治法第180条の５第２項に基づき都道府県に設置された独立行

政委員会である。 

 

  ２ 労働委員会の機能 
 

労働委員会は、憲法で保障された労働基本権の保護と労使関係の安定を目的とし、迅速、

的確に不当労働行為の審査を行うとともに、労使関係が将来にわたり安定的に推移するよう

合理的、弾力的な方法で労働紛争の調整に当たっており、機能は次のように大別される。 
 

(1) 判定機能：主として不当労働行為の審査や労働組合の資格審査を行う。 
 
(2) 調整機能：労使間のあっせん、調停、仲裁等を行い、争議・紛争を解決に導く。 

 

  ３ 労働委員会の業務 
 

労働委員会の主な業務は、以下の４つである。 

なお、(2)労働争議や(3)個別労働関係紛争における「あっせん」については、労働委員会

が直接行う調整手続ではなく、労働委員会の会長によって指名された「あっせん員」が行う

ものであり、あっせん員候補者も総会の決議によりあらかじめ定められている。 
 

(1) 労働組合法及び労働関係調整法に基づく集団的労使関係に関わる不当労働行為事件の審

査、判定業務 
 

(2) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁業務 
 

(3) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき知事から事務委任された個別労働

関係紛争のあっせん（平成14年４月から実施） 
 

(4) 審査やあっせんに繋ぐために独自に実施する労働相談 
 

また、主な業務の他、労働組合の資格審査、争議行為の予告通知と発生通知の受理及び

労働争議の実情調査、地方公営企業における使用者の利益代表の範囲の認定・告示等の事

務を担っている。 

 

  ４ 労働委員会の特色 
 

労使間の諸問題は、労使双方が誠意をもって話し合い、自主的に解決することが最も望ま

しい姿であるが、話し合いがまとまらず、当事者間で解決することが困難な場合、公平な第

三者として労働委員会が労使の仲立ちをし、よりよい労使関係形成の手助けを行っている。 
 

労働委員会の審査、あっせんは、原則として「公益委員」、「労働者委員」、「使用者委

員」の三者で担当し、労働者委員、使用者委員がそれぞれの当事者の主張を十分聴いた上で、

相手の立場に立って解決のための合意形成を図り、実質的な効果を伴った解決を目指すのが

最大の特色である。 

また、裁判と異なり簡易・迅速、かつ手数料等も不要となっている。 
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第２節 労働委員会の組織 

 

１  委員会 
 

  大分県労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委員各５名、計15名の委員で構成さ

れている。 

委員の任期は２年と定められており、令和５年は第47期委員により運営された。 

令和６年２月19日に第48期委員が任命され、任期は令和８年２月18日までとなっている。 

 

２ あっせん員候補者 
 
    あっせん員候補者については、あっせん員候補者に関する申し合わせに基づき、①大分県

労働委員会委員、②大分県労働委員会事務局職員のうち事務局長、調整審査課長、③その他

労働委員会が特に必要と認める者の中から総会の議決を経て委嘱される。 
 
    ①大分県労働委員会委員については、第48期委員の任命に伴い、令和６年２月27日付けで、

あっせん員候補者の委嘱及び解任を行った。 

    また、②大分県労働委員会事務局職員については、人事異動に伴い、令和５年５月23日付

けで委嘱及び解任を行った。 

 

  ３ 事務局 
 

大分県労働委員会事務局については、大分県労働委員会事務局組織規則(昭和31年大分県

規則第39号)により、所掌事務等必要な事項が定められている。 
 

組織としては、事務局長の下に調整審査課が置かれ、８名の職員が配置されている。 

事務局の組織図・職員は、次のとおりである。 

 

 事務局組織図 
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４ 名簿（委員・あっせん員候補者）     

(１) 第47期委員 任期：令和４年９月５日～令和６年２月18日（◎会長 ○会長代理） 

  

区

分 氏　　　名 現職または前職 備　　　考

◎ 深 田 茂 人  弁護士 第44期～

○ 清 水 立 茂  弁護士 第46期～

柴 田 尚 子  元大分県生活環境部長 第46期～

渡 邊 博 子  大分大学経済学部教授 第47期～

三 浦 恭 子  一級建築士 第43期～

 幹　事　委　員

新 宮 高 志

山 本 悦 子  日本労働組合総連合会大分県連合会女性委員会委員長 第47期～

石 本 健 二  日本労働組合総連合会大分県連合会会長 第47期～

林 大 介  UAゼンセン大分県支部支部長 第47期～

原 口 享 子  UAゼンセン大分県支部男女共同参画推進委員長 第47期～

 幹　事　委　員

藤 野 久 信

兒 玉 雅 紀  株式会社オーシー代表取締役社長 第46期～

白 川 憲 一  大分交通株式会社取締役副社長 第45期～

髙 野 浩 子  株式会社美装管理代表取締役 第47期～

熊埜御堂 康昭  三和酒類株式会社代表取締役常務 第46期～

公
　
益
　
委
　
員

労
　
働
　
者
　
委
　
員

 全日本運輸産業労働組合大分県連合会執行委員長 第46期～

使
　
用
　
者
　
委
　
員

 大分県経営者協会専務理事 第46期～

 

 

(２) 第48期委員 任期：令和６年２月19日～令和８年２月18日（◎会長 ○会長代理） 

  

区

分 氏　　　名 現職または前職 備　　　考

◎ 深 田 茂 人  弁護士 第44期～

○ 清 水 立 茂  弁護士 第46期～

後 藤 素 子  元大分県労働委員会事務局長 第48期～

渡 邊 博 子  大分大学経済学部教授 第47期～

堀 江 貴 陽 子   みらい社会保険労務士法人特定社会保険労務士 第48期～

 幹　事　委　員

新 宮 高 志

山 本 悦 子  日本労働組合総連合会大分県連合会女性委員会委員長 第47期～

石 本 健 二  日本労働組合総連合会大分県連合会会長 第47期～

林 大 介  UAゼンセン大分県支部支部長 第47期～

原 口 享 子  UAゼンセン大分県支部男女共同参画推進委員長 第47期～

 幹　事　委　員

藤 野 久 信

白 川 憲 一  大分交通株式会社取締役副社長 第45期～

髙 野 浩 子  株式会社美装管理代表取締役 第47期～

寺 司 志 保 美  株式会社環境整備産業専務取締役 第48期～

熊埜 御堂 康昭  三和酒類株式会社代表取締役常務 第46期～

公
　
益
　
委
　
員

労
　
働
　
者
　
委
　
員

 全日本運輸産業労働組合大分県連合会執行委員長 第46期～

使
　
用
　
者
　
委
　
員

 大分県経営者協会専務理事 第46期～
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(３) あっせん員候補者（労働関係調整法第10条） 

 

 

区 分 氏 名 委 嘱 期 間  

公 益 委 員 

深 田 茂 人 平28.２.９ ～ 

清 水 立 茂 令２.２.17 ～ 

後 藤 素 子 令６.２.27 ～ 

渡 邊 博 子 令４.２.22 ～ 

堀 江  貴 陽 子 令６.２.27 ～ 

柴 田 尚 子 令２.２.17 ～令６.２.27 

三 浦 恭 子 平26.２.12 ～令６.２.27 

労働者委員 

新 宮 高 志  令２.２.17～ 

山 本 悦 子 令４.９.13～ 

石 本 健 二 令４.２.22～ 

林  大 介 令４.２.22～ 

原 口 享 子 令４.２.22～ 

使用者委員 

藤 野 久 信 令２.２.17 ～ 

白 川 憲 一 平30.２.13 ～ 

髙 野 浩 子 令４.２.22 ～  

寺 司  志 保 美  令６.２.27 ～ 

熊埜御堂 康昭 令２.２.17 ～ 

兒 玉 雅 紀 令２.２.17 ～ 令６.２.27 

事務局職員 

幸   清 二 令５.５.23 ～  

阿 部 晴 彦 令５.５.23 ～ 

田 邉 隆 司 令４.４.12 ～ 令５.５.23 

笹 原 良 宣 令３.４.13 ～ 令５.５.23 
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第47期委員 （任期：令和４年９月５日～令和６年２月18日）

公 益 委 員

労 働 者 委 員

使 用 者 委 員

深田 茂人

会 長

清水 立茂

会 長 代 理

柴田 尚子

委 員

三浦 恭子

委 員
渡邊 博子

委 員

新宮 高志

幹 事 委 員

藤野 久信

幹 事 委 員

兒玉 雅紀

委 員
白川 憲一

委 員

熊埜御堂康昭

委 員
髙野 浩子

委 員

原口 享子

委 員
石本 健二

委 員

林 大介

委 員

山本 悦子

委 員
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公 益 委 員

労 働 者 委 員

使 用 者 委 員

第48期委員 （任期：令和６年２月19日～令和８年２月18日）

深田 茂人

会 長

清水 立茂

会 長 代 理

後藤 素子

委 員

堀江 貴陽子

委 員
渡邊 博子

委 員

新宮 高志

幹 事 委 員
林 大 介

委 員

藤野 久信

幹 事 委 員

寺司 志保美

委 員
白川 憲一

委 員

熊埜御堂康昭

委 員

山本 悦子

委 員

石本 健二

委 員

髙野 浩子

委 員

原口 享子

委 員
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第３節  総会等の開催状況 
 
 労働委員会の重要事項については、すべて合議制の会議で決定されており、労働委員会規
則（以下、本項において「規則」という。）第３条第１項に基づく「総会」及び「公益委員
会議」並びに同条第２項に基づく「調停委員会の会議」及び「仲裁委員会の会議」がある。 
 

なお、「調停委員会の会議」及び「仲裁委員会の会議」については、令和５年中の開催は
なかった。 

 
  また、労働委員会相互の連携を密にし、判例や事例の研究とともに、意見交換を重ね事務

処理の統一と実務に要求される知識の涵養を図る目的から、「連絡会議」や「研修」を開催
している。 

 
１  総 会 

 
総会は規則第４条の規定により、同第５条第１項で定める事項（あっせん員候補者の

委嘱及び解任等）を付議するほか、同第５条第３項で定める事項（不当労働行為事件の

審査等）について報告を行う。 
 

令和５年中の開催状況は次のとおりである。 

 

総会開催状況一覧表 

通 算 
 

回 数 

開 催 
 
期 日 

 
主 な 内 容 

 

1734 
※ 

 1.24 １ （調）事件（令和４年第２号）の終結について（解決） 
２ （調）事件（令和５年第１号）あっせん申請について 
３ 令和４年における不当労働行為事件及び調整事件の審査等の実施状況の

公表について 

1735 
※ 

2.14 １  （調）事件（令和４年第２号）の終結について（解決） 
２ （調）事件（令和５年第１号）について 
３ 令和４年における不当労働行為事件及び調整事件の審査等の実施状況の

公表について 
４ 2022年度労委労協命令研究会（第４回）について（報告） 
５ 令和５年度定例総会日程について 

1736 
 

2.28 
 
 

１ （調）事件（令和５年第１号）の終結について（解決） 
２ 争議行為予告について 
３ 九州地区労働委員会使用者委員代表者会議について（報告） 
４ 第90回九州労働委員会連絡協議会の本会議の議題について 
５ 大分県労働委員会会報 第68号（令和４年版）について 
６ 令和４年度「悩まず どんとこい労働相談週間」（令和５年２月１日～

２月７日）における相談状況について 

1737 
 ※ 
 

3.14 
 
 

１ 争議行為予告について 
２ あっせんの実施方法について（意見交換） 
３ 労働委員会のペーパーレス化についてのアンケート集計結果について 

1738 
 ※ 
 

3.28 
 
 

１ 個人情報保護法の改正に伴う関係規程の改正について 
２ あっせんの実施方法にかかる意見交換結果について 
３ 第８回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会について 
４ 第90回九州労働委員会連絡協議会議題の回答案について 
５ 令和５年度労働委員会委員研修計画（案）について 

1739 
※ 

4.11 １ （調）事件（令和５年第２号）あっせん申請について 

1740
※ 
 

 4.25 １  （調）事件（令和５年第２号）の終結について（取下げ） 
２ （個）紛争（令和５年第１号）あっせん申請について 
３ 2023年度労委労協命令研究会（第１回）について（報告） 
４ 第９回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会議事録について 
５ 第90回九州労働委員会連絡協議会の追加議題について 
６ 令和５年第１四半期（１～３月）における労働相談の状況について 

1741  5.9 １  （個）紛争（令和５年第１号）について 
２ 2022年度九ブロ労委労協第２回幹事会・命令研究会について（報告） 
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通 算 
 

回 数 

開 催 
 
期 日 

 
主 な 内 容 

 

1742 5.23 １  あっせん員候補者の委嘱及び解任について 
２ （個）紛争（令和５年第１号）について 
３ 争議行為予告について 
４ 令和５年度九州労働委員会会長会議について（報告） 

1743 6.13 １ （個）紛争（令和５年第１号）の終結について（解決） 
２ 争議行為予告について 
３ 2023年度九州ブロック労委労協総会・研修会について（報告） 
４ 第10回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会について 

1744 
 

6.27 １ （個）紛争（令和５年第１号）の終結について（解決） 
２ 争議行為予告について 
３ 第90回九州労働委員会連絡協議会について（報告） 

1745 7.11 １  第11回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会について 

1746 7.25 １ 大分県労働委員会の業務状況について 
２ 大分県労働委員会に係る情報発信方法の見直しについて 

1747 8.22 １ 争議行為予告について 
２ 令和５年度全国労働委員会会長連絡会議について（報告） 
３ 2023労委労協命令研究会（令和５年７月13日開催）について（報告） 
４ ワークルール出前講座（高校生向け）について 

1748 
 

9.12 １ （調）事件（令和５年第３号）あっせん申請について 
２ 争議行為予告について 
３ 2023年度九ブロ労委労協第１回幹事会について（報告） 
４ 令和５年度「個別労働紛争処理制度」周知月間における取組について 
５ 第12回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会議事録について 
６ 第91回委員研究会講師（案）について 

1749 
 

9.26 １ （調）事件（令和５年第３号）について 
２ 第49回九州地区労働委員会使用者委員研修会について（報告） 
３ 大分県労働委員会ホームページの改善について 

1750 10.10 １ （調）事件（令和５年第３号）について 

1751 10.24 １ （調）事件（令和５年第３号）について 
２ 争議行為予告について 
３ 令和５年度公労使委員合同研修について（報告） 
４ 令和５年度「悩まず どんとこい労働相談週間」（10月１日～７日）

における相談状況について 
５ 第13回及び第14回労働委員会在り方・ビジョン検討小委員会の資料に

ついて 

1752 11.14 １ （調）事件（令和５年第３号）について 
２ 争議行為予告について 

1753 11.28 １ 第694回公益委員会議について 
２ （調）事件（令和５年第３号）の終結について（解決） 
３ 争議行為予告について 
４ 令和５年度九州労働委員会公益委員連絡会議について（報告） 

1754 12.12 １ 第695回公益委員会議について 
２ 資格審査の終結について 
３ 争議行為予告について 
４ 第78回全国労働委員会連絡協議会総会について（報告） 
５ 2023労委労協命令研究会について（報告） 

1755 
 

12.26 １ あっせん期日外における面談について 
２ 第79回全国労働委員会連絡協議会総会における議題（案）の提出依頼

について 
３ 令和５年度九州沖縄地区労使関係セミナーについて 
４ ｢悩まず どんとこい労働相談週間｣の実施について 

  ※印はオンライン併用開催 

（不）事件：不当労働行為事件の略、（調）事件：労働争議の調整事件の略 

（個）紛争：個別労働関係紛争の略 
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２ 公益委員会議 
 

公益委員会議は、労働組合法第24条、地方公営企業等の労働関係に関する法律第16条
の２の規定により、公益委員のみの権限とされている事項（不当労働行為事件の審査、
労働組合の資格審査等）を審議するものである。 

 
令和５年中の開催状況は次のとおりである。 
 

通 算 
 
回 数 

開 催 
 
期 日 

 
主 要 議 題 

 
694 11.14 １ 委員推薦に伴う資格審査（Ｘ１組合、Ｘ２組合） 

695 11.28 １ 委員推薦に伴う資格審査（Ｘ１組合、Ｘ２組合） 
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３ 連絡協議会・会議 
 

規則第86条の規定により、委員会相互の連絡を密にし、その事務の処理につき必要な統一
と調整を図るため、全国又は地区別に公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者構成によ
る「連絡協議会」並びに会長及び事務局長の「連絡会議」が設けられている。 

 
このほか、労働問題の適正妥当な解決、事務処理の迅速化を一層促進するため、全国又は

地区別に「公益委員連絡会議」、「労働者側委員連絡協議会（労委労協）」、「使用者委員
連絡協議会」、調整・審査の各「事務局主管課長会議」等が開催されている。 

 
令和５年中に開催された会議の概要は、次のとおりである。 

 

会  議  名 開催期日 開催地 

全

国

会

議 

１ 全国労働委員会会長連絡会議 ６月９日 茨城県 

２ 全国労働委員会事務局長連絡会議 ６月８日 茨城県 

３ 第78回全国労働委員会連絡協議会総会 11月９日～10日 東京都 

４ 全国労働委員会事務局審査主管課長会議 10月30日 東京都 

５ 全国労働委員会事務局調整主管課長会議 10月31日 東京都 

九 

州

地

区

会

議 

１ 九州労働委員会会長会議 ４月20日 沖縄県 

２ 九州労働委員会事務局長会議 ４月20日 沖縄県 

３ 第２回（臨時）事務局長会議 11月13日 書面開催 

４ 第90回九州労働委員会連絡協議会 ５月18日～19日 宮崎県 

５ 九州労働委員会公益委員連絡会議 10月19日 鹿児島県 

６ 
2022年度九州ブロック労委労協第２回幹事会・

命令研究会 
３月27日～28日 宮崎県 

７ 2023年度九州ブロック労委労協総会・研修会 ５月17日～18日 宮崎県 

８ 2023年度九州ブロック労委労協第１回幹事会 ８月１日～２日 福岡県 

９ 
九州地区労働委員会使用者委員連絡協議会代表

者会議 
２月16日～17日 鹿児島県 

10 九州労働委員会事務局課長会議 ８月31日 佐賀県 

11 
令和４年度九州労働委員会事務局調査研究会議

（調整・審査部門） 
１月26日～27日 大分県 
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４ 研 修 
 

労働委員会関係実務の処理に要求される知識の涵養を図るため、委員や事務局職員を対象
として、「委員研究会」や「公労使委員研修」を開催するとともに、全国で開催される各種
専門研修に参加している。 

 
令和５年中に開催された研修の概要は、次のとおりである。 

 

研  修  名 開催期日 開催地 

１ 公労使委員合同研修 ９月７日～８日 東京都 

２ 公労使委員個別紛争専門研修 12月４日～５日 東京都 

３ 2022年度労委労協命令研究会 １月19日 
東京都又はＷＥＢ
研修 

４ 2023年度労委労協命令研究会 
４月６日 
７月13日 
10月12日 

東京都又はＷＥＢ

研修 

５ 第49回九州地区労働委員会使用者委員研修会 ９月14日～15日 鹿児島県 

６ 第89回委員研究会 ２月28日 
大分県庁新館13階 
133会議室 

７ 第90回委員研究会 ９月12日 
大分県庁新館５階 
51会議室 

８ 

 

 

公労使委員研修 

２月14日 
７月11日 
10月24日 
12月12日 
12月26日 

大分県労委審問室 

９ 委員人権研修 ８月22日 大分県労委審問室 

10 第74回労働委員会事務局職員中央研修 ６月12日～14日 東京都 

11 令和５年度労働委員会事務局職員個別紛争専門研修 ７月11日～13日 東京都 

12 九州労働委員会事務局職員研修会 10月20日 鹿児島県 

13 令和５年度労働委員会事務局職員専門研修 11月14日～17日 東京都 

14 令和５年度九州沖縄地区労使関係セミナー 12月15日 大分県 

15 令和４年度労働法の初歩研修 
１月27日 
２月26日 
３月10日 

オンライン研修・
録音したＤＶＤ貸
与等による研修 

16 令和５年度労働法の初歩研修 

５月19日 
６月30日 
７月25日 
８月３日 
９月13日 
12月８日 
12月22日 

〃 
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第２章 労働情勢の概要 

 

＜国内情勢＞ 
 

（１）雇用動向（厚生労働省「一般職業紹介状況（令和５年12月分他）」、総務省「労働力調査（令和５年12月分」） 
 

令和５年12月の有効求人倍率（季節調整値）は1.27倍（前月比-0.01ポイント）であった。 

令和５年平均の有効求人倍率は1.31倍となり、前年を0.03ポイント上回った。 

令和５年12月の完全失業率（季節調整値）は2.4％で、前月を0.1ポイント下回った。ま

た、年平均の完全失業者数（率）は178万人（2.6％）となり、前年の179万人（2.6％）に

比べ１万人の減となった。 

 

（２）労働組合の組織動向（厚生労働省 令和５年(2023年)労働組合基礎調査（令和５年６月30日現在）） 
 

単一労働組合の労働組合数は22,789組合、労働組合員数は993万8千人で、前年に比べ労

働組合数は257組合（1.1％）の減、労働組合員数は5万5千人（0.5％）の減となった。 

また、推定組織率（雇用者数に占める労働組合員数の割合）は16.3％で、前年に比べ0.2

ポイント低下している。 

労働組合員数（単位労働組合）のうち、パートタイム労働者の労働組合員数は141万人と

前年に比べ6千人（0.4％）の増、全労働組合員数に占める割合は14.3％で前年に比べ0.2

ポイント上昇している。 

 

（３）労働組合の活動状況 
 

① 春季賃上げ（厚生労働省 令和５年民間主要企業春季賃上げ・妥結状況） 

民間主要企業（妥結額（妥結上明らかにされた額）などを把握できた、資本金10億円以

上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業。以下同じ。）364社の平均妥結額（加重

平均）は11,245円で、前年（6,898円）に比べ4,347円の増、令和元年（6,790円）に比べ

4,455円の増となった。 

また、現行ベース（交渉前の平均賃金）に対する賃上げ率は3.60％で、前年（2.20％）

に比べ1.40ポイントの増、令和元年（2.18%）に比べ1.42ポイントの増となった。 

賃上げ額、賃上げ率はともに昨年、コロナ禍前の令和元年を大きく上回った。 
 

② 夏季一時金（厚生労働省 令和５年民間主要企業夏季一時金妥結状況） 

民間主要企業351社の夏季一時金の平均妥結額（加重平均）は845,557円で、前年に比べ

13,217円（1.59％）増加した。 
 

③ 年末一時金（厚生労働省 令和５年民間主要企業年末一時金妥結状況） 

民間主要企業331社の年末一時金の平均妥結額（加重平均）は849,545円で、前年に比べ

6,567円（0.78％）増加した。 

 

＜県内情勢＞ 
 

（１）雇用動向（厚生労働省大分労働局「大分県の雇用情勢（令和５年12月分）」） 
 

令和５年12月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月と同水準の1.41倍となった。 

 

（２）労働組合の組織動向（県雇用労働政策課「労働組合基礎調査結果（令和５年６月30日現在）」） 
 

令和５年の労働組合数は440組合、組合員数は66,095人で、前年に比べ組合数は５組合の

減、組合員数は1,559人（2.3％）の減となった。県内の非単位組合及び非独立組合員を含

めた組合員数は73,291人で、前年に比べ1,782人減少し、推定組織率は14.4％（概算値）と

なり、前年に比べ0.4ポイント下回った。 

また、パートタイム労働者の労働組合員数は7,090人で、前年に比べ371人（5.0％）減

少し、全組合員数に占める割合は9.7％となり、前年に比べ0.2ポイント下回った。 
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第３章 審査・調整の実施状況（令和５年） 

 
 
１ 不当労働行為事件 

 
該当なし 

 
２ 調整事件 

 
（１）労働争議の調整  

 

事件番号 区 分 調整事項 
申  請 

年月日 

調 

査 

回 

数 

調 

整 

回 

数 

処 

理 

日 

数 

終  結 

年月日 

終 結 

状 況 

備 

考 

令和４年 

(調)第２号 
あっせん 

・申請者組合員の夏冬賞

与が昨年と比べて引き下

げとなった理由及び根拠

を誠実に説明すること 

・申請者組合員の夏冬賞

与の引き下げについて再

度検討され、昨年同様に

１か月分を支給すること 

・団体交渉にあたっては具

体的資料を示しながら丁

寧な説明を行うなど、誠

実な対応をとること 

４.11.21 ３回 １回 64 日 ５.１.23 解決  

令和５年

（調）第１号 
あっせん 

・会社内で発生した組合

員に対するパワーハラス

メントに対する組合員の

配偶者への対応及び申

請者への調査対応の手

続き不備を認め、謝罪す

ること 

・社内相談窓口において、

中立性を確保し体制を整

備すること 

５.１.６ ２回 １回 41 日 ５.２.15 解決  

令和５年

（調）第２号 
あっせん ・団体交渉の促進 ５.３.27 １回 － 18 日 ５.４.13 取下げ  

令和５年

（調）第３号 
あっせん 

・申請者組合員の解雇の

撤回 

・申請者組合員の未払残

業代全額の支払い 

５.８.31 ２回 ２回 82 日 ５.11.20 解決  

 
（２）個別労働関係紛争のあっせん 
 

事件番号 区 分 あっせん事項 
申  請 

年月日 

調 

査 

回 

数 

調 

整 

回 

数 

処 

理 

日 

数 

終  結 

年月日 

終 結 

状 況 

備 

考 

令和５年

(個)第１号 
あっせん ・解雇の撤回 ５.４.11 ２回 １回 59 日 ５.６.８ 解決     

※処理日数は、申請年月日（当日含む）から終結年月日（当日含む）までの日数をいう。 
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第４章 審査関係 
 
第１節 不当労働行為事件 
 
１ 概  況 

 
   労働組合法第７条の不当労働行為事件について、令和５年中の新規申立てはなかった。 
 

（事件の件数及び平均所要日数） 
 

過去５年間における事件の件数及び平均所要日数の推移は、次のとおりである。 
 

区分 
 
 
 
 
 
年 

終 結 区 分 
総   数 

命令・決定 関 与 和 解 無関与和解 取 下 

件 数 
平均所要 

 
日  数 

件 数 
平均所要 

 
日  数 

件 数 
平均所要 

 
日  数 

件 数 
平均所要 

 
日  数 

件 数 
平均所要 

 
日  数 

31・R元 1 713       1 713 

２   2 404     2 404 

３           

４           

５           

１件当り 
 

平 均 
1 713 2 404     3 507 

 
２ 不当労働行為事件取扱一覧表 

 
   該当なし 
 
３ 事件の概要 

 
（１）終結事件 

 
    該当なし 
 
（２）繰越事件 

 
   該当なし 

 

（３）証人等出頭命令申立て 
 

該当なし 
 
（４）再審査事件 

 
該当なし 

 
（５）行政訴訟事件 

 
該当なし 

 

- 14 -



 ４ 審査の期間の目標及び審査の実施状況 
 
 （１）審査の期間の目標 
 

 労働組合法（昭和24年法律第174号。以下、本項において「法」という。）第27条の18に
規定する審査の期間（和解の勧奨に要する期間は除く。）の目標は、大分県労働委員会規則
（平成17年大分県労働委員会規則第１号）第９条の規定により、次のとおりとする。 

 
   ① 法第７条第１号、第３号及び第４号に掲げる行為に係る事件並びに同条第１号から第４

号までに掲げる行為が複合した事件 360日 
 

② 法第７条第２号に掲げる行為のみに係る事件 100日 
 
（２）審査の実施状況 

 
令和５年中に審査を実施した事件はなかった。 

 

第２節 労働組合の資格審査 
 
１ 概 況 

 
労働委員会規則第22条の規定に基づく「組合資格審査」について、令和５年中の新規申請は

２件であった。 
 

２件とも「適合」で終結している。 
 
２ 労働組合資格審査取扱一覧表 

 

No.
 

 

審査番号 

 

組 合 名 

組  合 

員  数 

申  請 

年 月 日 

 

申 請 事 由 
終 結 

年月日 

終 結 

状 況 

 

１ 

 

令和５年
 

第１号
 

 

Ｘ１組合 

 

 

259 

 

 

５.10.13 

 

 

委員推薦 

 

 

５.12.４ 

 

 

適合 

 
 

２ 

 

令和５年
 

第２号 

 

Ｘ２組合 

 

 

1,922 

 

 

５.10.16 

 

 

委員推薦 

 

 

５.12.４ 

 

 

適合 
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第５章 調整関係 
 

第１節 労働争議の調整 
 

１ 概 況 
 

労働関係調整法に規定する「あっせん」、「調停」、「仲裁」について、令和５年の
取扱状況は、次のとおりである。 

 
（１）取扱件数 

 
令和５年の取扱件数は４件であり、全てあっせん（前年からの繰越１件、新規取

扱３件）であった。 
 

（２）申請者別、主要調整事項別、産業別申請状況（新規取扱分） 
 

① 新規取扱の３件については、申請者別では、いずれも合同労組からの申請に
よるものであった。 

② 主要調整事項別では、「解雇」、「団交促進」、「その他」がそれぞれ１件
となっている。 

③ 産業別では、「物品賃貸業」、「医療業」、「廃棄物処理業」がそれぞれ１
件となっている。 

 
（３）終結状況 

 
取扱事件４件については全て終結し、３件が解決、１件が取下げであった。 

 
（４）終結事件処理日数 

 
終結事件４件の延べ処理日数は205日であり、平均処理日数は51.3日であった。 

 
 

【過去10年の取扱状況】 
  
（１）取扱件数 

H26 27 28 29 30 5 計

  　区 分

新 あ っ せ ん 3 4 1 2 2 2 2 3 19

規 調 停

申 仲 裁

請 小　　　　　　計 3 4 1 0 2 2 0 2 2 3 19

1 -

3 4 1 0 2 2 0 2 2 4 -

年　 

4

前年からの繰越（あっせん）

取 扱 件 数

32
H31

R元
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（２）申請者別、主要調整事項別、産業別申請状況 
 ①申請者別申請件数 

H26 27 28 29 30 3 5 計

3 4 1 1 2 2 2 3 18

1 1

3 4 1 0 2 2 0 2 2 3 19

4

年　 

合　　　　　　計

組 合 申 請

使 用 者 申 請

双 方 申 請

職 権

  区 分

2
H31
　
R元

 

②主要調整事項別申請件数 

H26 27 28 29 30 5 計

   区 分

賃 上 げ 0

一 時 金 1 1

解 雇 手 当 1 1

そ の 他 0

 小　　　　　計 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

労 働 協 約 0

解 雇 1 1 1 1 4

配 置 転 換 ・ 出 向 1 1 2

団 交 促 進 1 1 1 3

そ の 他 1 2 1 1 2 1 8

小　　　　　計 3 4 1 0 1 2 0 2 1 3 17

3 4 1 0 2 2 0 2 2 3 19

年　 

経
済
的
事
項

非
経
済
的
事
項

合　　 　 　　　計

432
H31
　
R元
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③産業別申請件数 

H26 27 28 29 30 5 計

   区 分

0

1 1 2

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

食 料 品 製 造 業 0

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 0

印 刷 ・ 同 関 連 業 1 1

業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 0

そ の 他 の 製 造 業 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

通 信 業 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

道 路 旅 客 運 送 業 1 1

道 路 貨 物 運 送 業 1 1

郵 便 業 0

1 1 1 3

0

1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

宿 泊 業 0

飲 食 店 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美 容 業 0

娯 楽 業 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教 育 業 0

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4

医 療 業 1 1 1 3

社 会保 険 ・ 社 会 福 祉 ・ 介 護 事 業 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4

自 動 車 整 備 業 0

労 働 者 派 遣 業 0

廃 棄 物 処 理 業 1 1 1 1 4

そ の 他 の 事 業 サ ー ビ ス 業 0

そ の 他 の サ ー ビ ス 業 0

合　　　　　　　　　　計 3 4 1 0 2 2 0 2 2 3 19

年　 H31
　
R元

2 3 4

＜ サ ー ビ ス 業 ＞

＜ 建 設 業 ＞

＜ 製 造 業 ＞

＜ 情 報 通 信 業 ＞

＜ 運 輸 業 、 郵 便 業 ＞

＜ 卸 売 業 ・ 小 売 業 ＞

＜ 金 融 業 ・ 保 険 業 ＞

＜ 不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 ＞

＜宿泊 業・ 飲食 サー ビス 業＞

＜ 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ＞

＜ 教 育 ・ 学 習 支 援 業 ＞

＜ 医 療 、 福 祉 ＞

＜ 農 業 ＞
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（３）終結状況・解決率 

H26 27 28 29 30 5 計

    区 分

解 決 2 1 1 2 1 3 10

打 切 り 1 2 1 4

取 下 げ 2 1 1 4

規 則 65 条第 2項 （不 開始 ） 1 1

合　　    　　計 3 4 1 0 2 2 0 2 1 4 19

解 決 率 （ ％ ） 0.0 50.0 100.0 - 0.0 100.0 - 100.0 100.0 100.0 71.4

4

年　 

32
H31
　
R元

 

注１）解決率の計算は以下のとおりである。 
 
             解  決  件  数 

解決率 ＝                 × １００ 
           取下げ・不開始を除く終結件数 
 
 

注２）被申請者があっせんに応じなかった場合については、令和元年（平成31年）から 
 

不参加による「打切り」に計上（以前は「規則65条第2項（不開始）」に計上）。 
 
 

（４）終結事件処理日数 
 

H26 27 28 29 30 5 計

  　区 分

11 日 以 下 0

11 ～ 20 日 1 1 1 3

21 ～ 30 日 1 1

31 ～ 60 日 3 2 1 6

61 ～ 90 日 1 1 2 2 6

91 日 以 上 1 1 1 3

件         数          計 3 4 1 0 2 2 0 2 1 4 19

延 べ 処 理 日 数 152 201 76 - 115 109 - 176 113 205 1,147

１件当たり平均処理日数 50.7 50.3 76.0 - 57.5 54.5 - 88.0 113.0 51.3 60.4

　　　　　　年　

432
H31
　
R元
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２ 労働争議調整事件取扱一覧表 

NO

事
件
番
号

申
請
者

申
請
年
月
日

業種 調整事項

あっせん員
(公)
(労)
(使)

調整経過

終
結
年
月
日

処
理
日
数

終
結
状
況

担
当
職
員

1
令和４年

（調）
第２号

労
4.11.21

(電子申請)
廃棄物
処理業

・申請者組合員の夏賞
  与が昨年と比べて引
  き下げとなった理由及
  び根拠を誠実に説明
  すること
・申請者組合員の夏賞
  与の引き下げについ
  て再度検討され、昨
  年同様に１か月分を
  支給すること
・団体交渉にあたって
  は具体的資料を示し
  ながら丁寧な説明を
  行うなど、誠実な対
  応をとること

深　田
原　口
藤　野

4.11.29　事前調査(申請者)
4.12.21　事前調査(被申請者)
5.1.5　 　事前調査（申請者）
5.1.23　　第１回あっせん

5.1.23 64日 解決
大里
安藤
中尾

2
令和５年

（調）
第１号

労
5.1.6

(電子申請）
物品賃
貸業

・会社内で発生した組
合員に対するパワーハ
ラスメントに対する組合
員の配偶者への対応
及び申請者への調査
対応の手続き不備を認
め、謝罪すること
・社内相談窓口におい
て、中立性を確保し体
制を整備すること

三　浦
林

白　川

5.1.5    事前調査（申請者）
5.1.19  事前調査（被申請者）
5.2.15  第１回あっせん

5.2.15 41日 解決
安藤
中尾

3
令和５年

（調）
第２号

労
5.3.27

（電子申請）
医療業 ・団体交渉の促進 ー 5.4.5　事前調査（申請者） 5.4.13 18日 取下げ

大里
安藤
中尾

4
令和５年

（調）
第３号

労
5.8.31

(電子申請)
廃棄物
処理業

・申請者組合員の解雇
　の撤回
・申請者組合員の未払
　残業代全額の支払い

深　田
原　口
兒　玉

5.9.8      事前調査(申請者)
5.9.21    事前調査(被申請者)
5.11.7    第1回あっせん
5.11.20　第２回あっせん

5.11.20 82日 解決
森保

三重野
中尾

注）処理日数は、申請年月日（当日含む）から終結年月日（当日含む）までの日数をいう。
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３ 事件の概要 

（１）令和４年（調）第２号あっせん事件 

当
  

事
  

者
 

申 請 者 
(労働者側) 

 
Ｘ１労働組合 

 

被申請者 
(使用者側) 

 
株式会社Ｙ１（廃棄物処理業） 

申 請 年 月 日 令和４年11月21日 

終 結 年 月 日 令和５年１月23日  （処理日数 64日） 

終 結 区 分  解決 

調 整 事 項 

・申請者組合員の夏冬賞与が昨年と比べて引き下げとなった理由及
び根拠を誠実に説明すること 

・申請者組合員の夏冬賞与の引き下げについて再度検討され、昨年
同様に１か月分を支給すること 

・団体交渉にあたっては具体的資料を示しながら丁寧な説明を行う
など、誠実な対応をとること 

※あっせん申請時、夏賞与のみ調整事項として列挙されていたが、
申請後に支給のあった冬賞与も引き下げられて支給された。 
そのため、令和５年１月１６日に冬賞与を調整事項に加える旨の
調整事項変更の申し入れがあった。 

あ っ せ ん 員 深田茂人（公）、原口享子（労）、藤野久信（使） 
１ 事件の概要                
  組合員Ａ１（以下「Ａ１」という。）は、前代表取締役に解雇されたが労働審判
で解雇が取消しになり、労働協約により解雇前と同程度の労働条件で職場復帰した。 

復帰後に新代表取締役から、労働協約で保証された労働条件は「現在の職務に見合
っていないこと」を理由に給与の減額を提示され、数年にわたり団体交渉を続けてい
た。 

しかし、団体交渉は平行線のまま進展がなく、給与の減額の話がなくなった代わり
に賞与が大幅に引下げられたため、賞与の減額理由の詳細な説明と賞与額の引下げ分
の追給を求めて申請があったもの。 

 
２ あっせんの経緯及び結果 

令和４年11月29日 事前調査（申請者） 
      12月21日 事前調査（被申請者） 
  令和５年１月５日 事前調査（申請者） 

16日 調整事項変更の申し入れ 
23日 第１回あっせん 

 
Ａ１の給与・賞与額の見直しを求める株式会社Ｙ１（以下「Ｙ１」という。）

と、労働協約で給与・賞与額が保証されていると主張するＸ１労働組合との間の話し
合いは難航したが、あっせん員の説得により、最終的に①Ｙ１が今回のみ減額した賞
与との差額を支払うこと、②労働協約の賞与の基礎額はあくまでも算出の目安となる
ものであり、その額の支給を保証するものではないので、今後は賞与額の算出を公正
に行い、③団体交渉には代表取締役が参加することについて双方が合意し、解決で終
結した。 
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（２）令和５年（調）第１号あっせん事件 

当
  

事
  

者
 

申 請 者 
(労働者側) 

 
Ｘ２労働組合 

 

被申請者 
(使用者側) 

 
株式会社Ｙ２（物品賃貸業） 

 
申 請 年 月 日 令和５年１月６日 

終 結 年 月 日 令和５年２月15日  （処理日数 41日） 

終 結 区 分  解決 

調 整 事 項 

・会社内で発生した組合員に対するパワーハラスメントに対する組
合員の配偶者への対応及び申請者への調査対応の手続き不備を認
め、謝罪すること 

・社内相談窓口において、中立性を確保し体制を整備すること 

あ っ せ ん 員 三浦恭子（公）、林大介（労）、白川憲一（使） 
１ 事件の概要                

組合員Ａ２（以下「Ａ２」という。）は株式会社Ｙ２（以下「Ｙ２」という。）
から業務上の取扱いの誤りが重大な過失であるとして厳重注意を受けたが、注意の内
容は退職強要も含めたパワーハラスメント（以下「パワハラ」という。）と思わしき
ものであった。 

Ａ２の配偶者はそのためにＡ２が体調を崩して勤務できなくなったとして、Ｙ２
にパワハラの調査を依頼した。その後、Ｙ２から回答はあったが、Ａ２に厳重注意を
行った当事者が調査対応しており、パワハラの調査結果ではなく、Ａ２が社内規定に
反する運用をしていたことについての説明に終始したとして、Ｘ２労働組合（以下
「Ｘ２」という。）はパワハラについての団体交渉を行った。 

団体交渉では、Ｙ２はパワハラを認めず、本件過失についてＡ２の懲戒処分もあ
りうるとして、交渉が不調に終わったことから、Ｙ２に対してパワハラ相談窓口の対
応が不十分であったことを認めてＡ２に謝罪すること及び相談窓口の中立性を確保し
た運用を行うことを求める申請があったもの。 

 
２ あっせんの経緯及び結果 

令和５年１月５日 事前調査（申請者） 
        19日 事前調査（被申請者） 
      ２月15日 第１回あっせん 
 

Ａ２の非違行為を問題視し、今回の原因はＡ２にありパワハラではないとするＹ
２と、Ｙ２のパワハラ対応への不十分さを指摘し、謝罪を求めるⅩ２との間で話し合
いは難航したが、あっせん員の粘り強い説得により、Ｙ２がこれまでのＡ２の配偶者
への対応に遺憾の意を表し、社内相談窓口の一層の周知を図るための具体的な対策を
取るとともに、その中立性を確保しながら適切な運用を行うことで双方が合意し、解
決で終結した。 
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（３）令和５年（調）第２号あっせん事件 

当
  

事
  

者
 

申 請 者 
(労働者側) 

 
Ｘ３労働組合 

 

被申請者 
(使用者側) 

 
株式会社Ｙ３（医療業） 
 

申 請 年 月 日 令和５年３月27日 

終 結 年 月 日 令和５年４月13日  （処理日数 18日） 

終 結 区 分  取下げ 
調 整 事 項 ・団体交渉の促進 
あ っ せ ん 員  

１ 事件の概要                

申請者組合員２名の未払い残業代の支払いと就業規則及び給与規程の開示を目的
としてＹ３に団体交渉の実施を求めたが、Ｙ３が団体交渉に応じなかったため、団体
交渉の促進を求める申請があったもの。 

 
２ あっせんの経緯及び結果 

令和５年４月５日 事前調査（申請者） 
13日 あっせん申請取下げ 

 
申請後もⅩ３はＹ３と団体交渉の実施について交渉を重ねていた。その結果、令

和５年４月12日に団体交渉を実施したため、令和５年４月13日に取下げで終結した。 
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（４）令和５年（調）第３号あっせん事件 

当
  

事
  

者
 

申 請 者 
(労働者側) 

 
Ｘ４労働組合 

 

被申請者 
(使用者側) 

 
株式会社Ｙ４（廃棄物処理業） 

 
申 請 年 月 日 令和５年８月31日 

終 結 年 月 日 令和５年11月20日  （処理日数 82日） 

終 結 区 分  解決 

調 整 事 項 

・申請者組合員の解雇の撤回 
・申請者組合員の未払残業代の全額の支払い 
（申請後に支払いがあったため、令和５年９月８日に取下げ） 

あ っ せ ん 員 深田茂人（公）、原口享子（労）、兒玉雅紀（使） 
１ 事件の概要                

挨拶等を行わないことを理由に試用期間満了による解雇を告げられた申請者組合
員Ａ４（以下「Ａ４」という。）は、Ｘ４労働組合（以下「Ｘ４」という。）に加入
し、株式会社Ｙ４（以下「Ｙ４」という。）に対し｢解雇の撤回｣を求め、団体交渉を
２回開催した。 

しかし、交渉が難航したため①解雇の撤回、②未払残業代全額の支払いを求める
申請があったもの。 
 

２ あっせんの経緯及び結果 
令和５年９月８日 事前調査（申請者） 

        ８日 あっせん事項一部取下げ 
        21日 事前調査（被申請者） 
      11月７日 第１回あっせん 
        20日 第２回あっせん 
 

当事者双方が「解雇の撤回」ではなく、退職した上での金銭解決を希望したた
め、解決金額の調整を行った。 

主張する金額に大きな乖離があったものの、あっせん員が調整を行い、最終的
に、Ｙ４がＡ４に解決金を支払うとともに、Ａ４に対する「解雇予告通知書」を撤回
し会社都合（退職勧奨）による退職とすることで双方が合意し、解決で終結した。 
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第２節  個別労働関係紛争のあっせん事件 
 

１  概 況 
 

個別労働紛争の解決の促進に関する法律に規定するあっせん事件について、令和５年

の取扱状況は、次のとおりである。 
 

（１）あっせん事件取扱件数 
 

令和５年の取扱件数は、新規申請が１件であった。 
 

（２）申請者別、あっせん事項別、産業別申請状況（新規取扱分） 
 

① 新規取扱の１件については、申請者別では、「労働者からの申請」によるも

のであった。 
② あっせん事項別では、「解雇」が１件であった。 
③ 産業別では、「卸売業・小売業」が１件であった。 

 
（３）終結状況 

 
取扱事件１件については、解決で終結した。 

 
（４）終結事件処理日数 

 
終結事件１件の延べ処理日数（平均処理日数）は59日であった。 

 
【過去10年の取扱状況】 

 

（１）あっせん事件取扱件数 

H26 27 28 29 30 5

　　区 分

3 1 1 2 2 1 2 1 1 14

1 1 ‒

3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 ‒取 扱 件 数

2

新 規 申 請

4 計

年　 

3

前 年 か ら の 繰 越

H31
　
R元

 

 
（２）申請者別、あっせん事項別、産業別申請状況 

①申請者別申請件数  

H26 27 28 29 30 5 計

3 1 1 2 2 1 2 1 1 14

0

0

3 1 1 2 0 2 1 2 1 1 14

43

年　 

合　　　　　　計

労 働 者 申 請

使 用 者 申 請

双 方 申 請

　区 分

2
H31
　
R元

 

- 25 -



 
②あっせん事項別申請件数 

   注）件数は、１件あたり複数の項目があるため、申請件数とは一致しない。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H26 27 28 29 30 4 5 計

   区 分

3 1 1 2 0 2 1 2 1 1 14

2 1 0 4 0 3 1 2 1 1 15

解 雇 2 1 1 1 1 1 7

配置転換、出向・転籍 1 1

復 職 1 1

退 職 1 1

勤 務 延 長 、 再 雇 用 0

その他経営または人事 1 2 1 1 5

1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4

賃 金 未 払 い 1 1

賃 金 増 額 0

賃 金 減 額 1 1 2

一 時 金 1 1

退 職 一 時 金 0

解 雇 手 当 0

諸 手 当 0

そ の 他 賃 金 0

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3

年 次 有 給 休 暇 1 1

時 間 外 労 働 0

安 全 ・ 衛 生 0

労 働 保 険 0

そ の 他 の 労 働 条 件 等 1 1 2

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

セ ク ハ ラ 0

嫌 が ら せ 1 1 2

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

そ の 他 1 1 1 3

総　　　　　　　　計 5 1 1 5 0 5 3 4 2 1 27

労 働 条 件 等

職 場 の 人 間 関 係

そ の 他

年　 

32

新 規 申 請 件 数

経 営 ま た は 人 事

賃 金 等

H31
　
R元
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③産業別申請件数  

 
 
 
 
 
 
 
 

H26 27 28 29 30 5 計

   区 分

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

食 料 品 製 造 業 0

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 0

印 刷 ・ 同 関 連 業 0

業 務 用 機 械 器 具 製 造 業 0

そ の 他 の 製 造 業 0

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

通 信 業 1 1 2

0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

道 路 旅 客 運 送 業 1 1

道 路 貨 物 運 送 業 1 1

郵 便 業 1 1

1 1 2

0

0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

宿 泊 業 0

飲 食 店 1 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

美 容 業 0

娯 楽 業 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

教 育 業 1 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

医 療 業 2 2

社会保 険・社 会福 祉・ 介 護 事 業 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

自 動 車 整 備 業 0

労 働 者 派 遣 業 0

廃 棄 物 処 理 業

そ の 他 の 事 業 サ ー ビ ス 業 1 1

そ の 他 の サ ー ビ ス 業 1 1

合　　　　　　　　　　計 3 1 1 2 0 2 1 2 1 1 14

＜ 金 融 業 ・ 保 険 業 ＞

3

＜宿泊 業・ 飲食 サー ビス 業＞

＜ 生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ＞

＜ サ ー ビ ス 業 ＞

＜ 不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 ＞

＜ 教 育 ・ 学 習 支 援 業 ＞

＜ 医 療 、 福 祉 ＞

H31
　
R元

4

年　 

＜ 製 造 業 ＞

＜ 運 輸 業 、 郵 便 業 ＞

＜ 卸 売 業 ・ 小 売 業 ＞

＜ 農 業 ＞

2

＜ 建 設 業 ＞

＜ 情 報 通 信 業 ＞
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（３）終結状況・解決率 

H26 27 28 29 30 5 計

    区 分    

解 決 1 1 1 1 1 1 6

打 切 り 1 1 2 2 6

取 下 げ 1 1

不 開 始 1 1

合　　    　　計 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

解 決 率 （ ％ ） 50.0 100.0 - 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 50.0

4

年　 

2 3
H31
　
R元

 

注１）解決率の計算は以下のとおりである。 
 

             解  決  件  数 
解決率 ＝                 × １００ 

           取下げ・不開始を除く終結件数 
 
 

注２）被申請者があっせんに応じなかった場合については、令和元年（平成31年）から 
 

不参加による「打切り」に計上（以前は「規則65条第2項（不開始）」に計上） 
 
 

（４）終結事件処理日数 

H26 27 28 29 30 5 計

  　区 分

11 日 以 下 0

11 ～ 20 日 0

21 ～ 30 日 2 1 3

31 ～ 60 日 1 1 1 1 2 1 7

61 ～ 90 日 1 1 2

91 日 以 上 1 1 2

件         数          計 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 14

延 べ 処 理 日 数 88 40 30 59 118 66 122 83 108 59 773

１件当たり平均処理日数 29.3 40.0 30.0 59.0 118.0 66.0 61.0 41.5 108.0 59.0 55.2

  年  

42 3
H31
　
R元
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 ２ 個別労働関係紛争事件取扱一覧表 

 

 

３ 事件の概要 
 
（１）令和５年（個）第１号あっせん事件 

当
  

事
  

者
 

申 請 者 
(労働者側) 

 
Ｘ１ 

 

被申請者 
(使用者側) 

 
有限会社Ｙ１ （卸売業・小売業） 

 
申請年月日 令和５年４月11日 

終結年月日 令和５年６月８日  （処理日数 59日） 

終 結 区 分  解決 
あっせん事項 ・解雇の撤回 
あっせん員 清水立茂（公）、山本悦子（労）、髙野浩子（使） 

１ 事件の概要 

店舗の閉店に伴い、従業員３名のうちＸ１以外の従業員は他店舗への配置転換を

命じられたが、Ｘ１のみ解雇を告げられた。有限会社Ｙ１（以下「Ｙ１」という）

から具体的な解雇理由等の説明はなく、解雇に納得が出来ないため、「解雇の撤

回」を求める申請があったもの。 

 

２ あっせんの経緯及び結果 

 令和５年４月20日 事前調査（申請者） 

       27日 事前調査（被申請者） 

     ６月８日 第１回あっせん 

 

当事者双方が「解雇の撤回」ではなく、退職した上での金銭解決を希望したた

め、解決金額の調整を行った。 

主張する金額に大きな乖離があったが、Ｙ１へ整理解雇手続きの不備と思われる

点や訴訟に発展した際のリスク等を説明し、Ｘ１の希望額に近い解決金を支払うこ

とで合意し、解決で終結した。 

 

 
 

NO

事
件
番
号

申
請
者

申
請
年
月
日

業種 あっせん事項

あっせん員
(公)
(労)
(使)

調整経過

終
結
年
月
日

処
理
日
数

終
結
状
況

担
当
職
員

1
令和５年

（個）
第１号

労
5.4.11

(電子申請)
卸売業・
小売業

・解雇の撤回
清　水
山　本
髙　野

5.4.20  事前調査(申請者)
5.4.27  事前調査(被申請者)
5.6.8　  第１回あっせん

5.6.8 59日 解決
榊

中尾

注）処理日数は、申請年月日（当日含む）から終結年月日（当日含む）までの日数をいう。
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第３節 争議行為予告及び労働争議実情調査 
 

１ 争議行為予告 
 

労働関係調整法第37条による公益事業の「争議行為予告」は44件であり、うち大分県労働委員会

が直接受理したものは２件（５番、34番）であった。 

 
 争議行為予告一覧表 

番

号
 
受付月日  

通    知    者
 

 

 

業 種
  

争 議 項 目
 受 付 

労 委 予告月日 

１ 
２.13 

国鉄労働組合 陸上旅客 
2023 年４月１日以降

の賃金引上げ等 
中労委 

２.24～ 

２ 
２.16 

全日本建設交運一般労働組合 道路貨物等 
2023 年春闘及び夏季

一時金 

〃 

 ３.２～ 

３ 
２.17 

ＡＮＡ乗員組合 航   空 月例賃金の引上げ 〃 
３.17～ 

４ 

２.17 

国家公務員共済組合連合会病院労働組合 医  療 

2023 年統一要求（増

員、非正規雇用労働者

の不合理な待遇差解

消等） 

〃 
３.９～ 

５ 
２.24 

大分県医療・福祉労働組合連合会 医  療 2023年春闘要求 大分労委 
３.８～ 

６ 
２.20 

全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部 陸上旅客 
2023 年 4 月 1 日以降

の賃金引上げ等 
中労委 

３.９～ 

７ 
２.22 

日立物流労働組合 道路貨物 賃金引上げ、一時金 〃 
３.23～ 

８ 
２.22 

日本航空ユニオン 航   空 
2023 年度賃上げ等、

春闘要求 
〃 

３.８～ 

９ 
２.22 

全日本赤十字労働組合連合会 医  療 
賃金表の改善、一時金

等 
〃 

３.９～ 

10 
２.24 

日本航空(株)（相手方：日本航空ユニオン） 航   空 
日本航空ユニオンが

行う争議行為に対抗 
〃 

３.８～ 

11 
２.27 

全国電力関連産業労働組合総連合 電  気 

2023 年春季生活闘争

（賃金、賞与、労働協

約改定等） 

〃 
３.10～ 

12 
２.28 

日本航空キャビンクルーユニオン 航   空 

2023 年春闘要求（賃

金引上げ、人員体制の

構築等） 

〃 
３.17～ 

13 
２.28 

ＡＮＡウイングス乗員組合 航   空 安全運航等 〃 
３.17～ 

14 
３.１ 

日本航空(株)（相手方：日本航空キャビンクル

ーユニオン） 
航   空 

日本航空キャビンク

ルーユニオンが行う

争議行為に対抗 

〃 
３.17～ 

15 
３.２ 

日本航空乗員組合 航   空 
2023 年春闘要求（賃

金、乗員計画） 
〃 

３.17～ 
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番

号
 
受付月日  

通    知    者
 

 

 

業 種
  

争 議 項 目
 受 付 

労 委 予告月日 

16 
３.２ 

全日本港湾労働組合 港  湾 賃金引上げ等 中労委 
３.16～ 

17 

３.２ 

全日本空輸乗員組合 航   空 

2023 年春闘要求、

「人件費に関わる緊

急対策」の還元に関す

る要求 

〃 

３.17～ 

18 
３.２ 

エヌ・ティ・ティ労働組合 通  信 賃金改善等 〃 
３.13～ 

19 

３.３ 

全日本運輸産業労働組合連合会 道路貨物 

賃金制度の確立・改善

の取り組み、65 歳ま

での定年延長の確立

と労働諸条件の改善

等 

〃 

３.17～ 

20 
３.３ 

日本航空(株)（相手方：日本航空乗員組合） 航   空 
日本航空乗員組合が

行う争議行為に対抗 
〃 

３.17～ 

21 
３.６ 

日本私鉄労働組合総連合会 陸上旅客 
23 年春闘（賃金引上

げ、一時金等） 
〃 

３.17～ 

22 
３.６ 

長崎バスユニオン 航  空 

2023 春闘要求項目

（賃金・臨時給・初任

給等） 

〃 
３.17～ 

23 
３.10 

全国港湾労働組合連合会 港  湾 

各加盟組合の賃上げ、

産別最低賃金の引上

げ等 

〃 
３.24～ 

24 
５.15 

日本航空ユニオン 航  空 

2023 年度夏期一時金

等、23夏闘（23春闘

を継続） 

〃 
６.２～ 

25 
５.22 

日本航空(株)（相手方：日本航空ユニオン） 航  空 
日本航空ユニオンが

行う争議行為に対抗 
〃 

６.２～ 

26 
５.23 

国家公務員共済組合連合会病院労働組合 医  療 

夏季要求（非常勤職員

の労働条件の改善、一

時金等） 

〃 
６.８～ 

27 
５.26 

全日本運輸産業労働組合連合会 道路貨物 

一時金の要求、雇用対

策と労働協約の取り

組み等 

〃 
６.９～ 

28 

５.26 

日本航空キャビンクルーユニオン 航  空 

2023 年夏闘要求（夏

期一時金、客室乗務員

の健康と社会的な生

活を維持できる勤務、

安全運航を維持・向上

させるための対応等） 

〃 

６.16～ 

29 
６.５ 日本航空(株)（相手方：日本航空キャビンクル

ーユニオン） 
航  空 

日本航空キャビンク

ルーユニオンが行う

争議行為に対抗 

〃 
６.16～ 

30 
６.12 

全日本港湾労働組合関西地方本部 港  湾 2023年夏季一時金等 〃 
６.23～ 
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番

号
 
受付月日  

通    知    者
 

 

 

業 種
  

争 議 項 目
 受 付 

労 委 予告月日 

31 

８.４ 

ジェットスタークルーアソシエーション 航  空 

未払い賃金（超過勤務

手当）の支払い、減額

支給された通勤手当

の全額払い等 

中労委 

８.17～ 

32 
８.28 

全日本赤十字労働組合連合会 医  療 

2023 年度統一要求

（賃金改善、一時金

等） 

〃 
９.８～ 

33 
10.12 

全日本建設交運一般労働組合 道路貨物等 
2023 年秋闘び冬季一

時金 
〃 

10.26～ 

34 
10.23 

大分県医療・福祉労働組合連合会 医  療 2023年秋闘統一要求 大分労委 
11.８～ 

35 
10.24 

全日本運輸産業労働組合連合会 道路貨物 
年末一時金、雇用対策

等 
中労委 

11.９～ 

36 
10.31 

日本航空乗員組合 航  空 
既成乗員の採用に関

する要求 
〃 

11.17～ 

37 
11.１ 

日本航空キャビンクルーユニオン 航  空 

2023 年年末要求（年

末一時金、ベースアッ

プ等） 

〃 
11.17～ 

38 
11.６ 

全日本国立医療労働組合 医  療 

賃金・労働条件の改善

（2023 年春闘及び23

年度秋闘要求） 

〃 
12.１～ 

39 
11.６ 

日本航空(株)（相手方：日本航空乗員組合） 航  空 
日本航空乗員組合が

行う争議行為に対抗 
〃 

11.17～ 

40 
11.６ 

日本航空(株)（相手方：日本航空キャビンクル

ーユニオン） 
航  空 

日本航空キャビンク

ルーユニオンが行う

争議行為に対抗 

〃 
11.17～ 

41 
11.８ 

国家公務員共済組合連合会病院労働組合 医  療 賃金・一時金の増額等 〃 
11.24～ 

42 

11.14 

日本私鉄労働組合総連合会 陸上旅客 

23 秋闘労働協約闘争

要求（勤務間インター

バル制度の導入、60

歳以降の労働条件の

改善） 

〃 

11.25～ 

43 
11.14 

全日本港湾労働組合関西地方本部 港  湾 2023年冬季一時金等 〃 
11.25～ 

44 
11.27 

長崎バスユニオン 陸上旅客 
2023 労働協約改定に

関する要求等 
〃 

12.８～ 
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２ 労働争議実情調査 
 

労働委員会規則第62条の２に基づく「労働争議の実情調査（労働争議が発生するおそれがある状態

も含む）」のうち、県内に係るものは、前年から繰越したものが１件、令和５年中に争議行為予告が

あったものが32件で、計33件であった。 

 

労働争議実情調査一覧表 

番号 
受付 

月日 

 
組    合    名 

 

 
争 議 項 目 

 

争議行為 

の 有 無 

調 査 

月 日 

終 結 

状 況 

 
備考 

 

４-23 4.10.18 大分県医療生協労働組合 2022年秋闘統一要求 無 ４.３ 解決 ４-25 

１ ２.16 
全日本建設交運一般労働組

合大分県本部日田支部 
2023年春闘及び夏季一時金 無 10.12 打切 ２ 

２ ２.24 大分県医療生協労働組合 2023年春闘要求 無 ７.12 解決 ５ 

３ 〃 宇佐病院労働組合 〃 無 ７.５ 〃 ５ 

４ 〃 山本病院労働組合 〃 無 ４.18 〃 ５ 

５ 〃 大分赤十字病院労働組合 賃金表の改善、一時金等 無 ６.12 〃 ９ 

６ ３.３ 豊後通運労働組合 賃金制度の確立・改善等 無 ５.13 〃 19 

７ 〃 東久大通運労働組合 〃 無 ５.29 〃 〃 

８ 〃 臼杵運送労働組合 〃 無 ５.13 〃 〃 

９ 〃 大分海陸労働組合 〃 無 ４.12 〃 〃 

10 〃 大分運輸労働組合 〃 無 ４.19 〃 〃 

11 〃 江藤運輸労働組合 〃 無 ４.20 〃 〃 

12 ３.６ 大分交通労働組合 
23年春闘（賃金引上げ、一時

金等） 
無 ３.23 〃 21 

13 〃 大分バス労働組合 〃 無 ３.23 〃 〃 

14 〃 日田バス労働組合 〃 無 ３.23 〃 〃 

15 〃 亀の井バス労働組合 〃 無 ３.23 〃 〃 

16 ５.26 豊後通運労働組合 
一時金の要求、雇用対策と労

働協約の取り組み等 
無 ７.31 〃 27 

17 〃 東久大通運労働組合 〃 無 ８.４ 〃 〃 

18 〃 臼杵運送労働組合 〃 無 ５.13 〃 〃 

19 〃 大分海陸労働組合 〃 無 ７.１ 〃 〃 

20 〃 大分運輸労働組合 〃 無 ７.１ 〃 〃 

21 〃 江藤運輸労働組合 〃 無 ７.４ 〃 〃 

22 ９.１ 大分赤十字病院労働組合 
2023年度統一要求（賃金改善、

一時金等） 
無 ９.８ 打切 32 

23 10.12 
全日本建設交運一般労働組

合大分県本部日田支部 
2023年秋闘び冬季一時金 無 12.28 〃 33 

24 10.23 大分県医療生協労働組合 2023年秋闘統一要求 無 12.28 繰越 34 

25 〃 宇佐病院労働組合 〃 無 12.28 〃 〃 

26 〃 山本病院労働組合 〃 無 12.24 解決 〃 
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事件 

番号 

受付 

月日 

 
組    合    名 

 

 
争 議 項 目 

 

争議行為 

の 有 無 

調 査 

月 日 

終 結 

状 況 

 
備考 

 

27 10.24 豊後通運労働組合 年末一時金、雇用対策等 無 11.25 解決 35 

28 〃 東久大通運労働組合 〃 無 12.15 〃 〃 

29 〃 臼杵運送労働組合 〃 無 11.25 〃 〃 

30 〃 大分海陸労働組合 〃 無 10.24 〃 〃 

31 〃 大分運輸労働組合 〃 無 11.10 〃 〃 

32 〃 江藤運輸労働組合 〃 無 11.30 〃 〃 

※ 備考欄の番号は、「１ 争議行為予告」の「争議行為予告一覧表」の番号である。 
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第６章 労働相談及び個別労働紛争処理制度の周知 
 

第１節 労働相談の概況 
 

当委員会では、労働紛争を未然に防止すること、及び不当労働行為事件の申立てや労働争
議の調整・個別労働関係紛争のあっせんに繋ぐことを目的として、労働相談を実施している。  

また労働相談を通じて、労働委員会の認知度向上を図ることにより、制度の活用や労働法
令の周知にも努めている。 

 
１ 労働相談の状況（令和５年 1 月～12 月） 

 
令和５年の相談者数は 158 名、相談件数は 281 件であった。  
相談者別では、労働者 151 名(95.6％)、使用者６名(3.8％)、その他１名(0.6％)であ

った。 
内容別では、解雇 29 件(10.3％)、賃金未払 24 件(8.5％)が主なものとなっている。 

    （※「その他｣は除く｣ 

解
雇

配
転

懲
戒
処
分

そ
の
他

賃
金
未
払

退
職
金

時
間
外
手
当

そ
の
他

年
休
・
休
暇

そ
の
他

(1) (1)

19 1 20 7 4 3 1 5 13 33

(1) (1) (3) (5)

132 5 1 138 25 7 3 36 23 1 4 13 8 44 84 248

(1) (1) (1) (3) (6)

151 6 1 158 7 29 7 3 39 24 1 4 13 8 49 97 281

(2) (2)

52 2 1 55 4 15 4 3 19 6 1 2 4 1 12 47 118

(1) (1) (1) (1) (4)

95 4 99 3 14 3 20 16 2 8 7 36 48 157

4 4 2 1 0 1 2 6

集　団 2 2

個　別 1 1

2.8 17.4 34.5 100.014.0 8.5 0.4 1.4 4.6100.0 2.5 10.3 2.5 1.1

相
談
件
数

構成割合（％） 95.6 3.8 0.6

相談のう
ち、あっせ
んに至った

件数

そ
の
他

労働条件等

相
談
方
法

来　所

電　話

その他
Eメール等

そ
の
他

計

集　団

個　別

計

区　分

相談者別 内　容　別

賃金等

労
働
者

使
用
者

計

団
体
交
渉

経営・人事

 
注１） ( )内の数値は、使用者からの相談分の件数で内数。 

注２） 内容別件数は、１件当たり複数の項目もあるため相談者別件数と一致しない。 

  注３） 構成割合は各項目の総数/全体数で算出 

 
 
２ 年別相談件数の推移 

 
相談件数は 281 件であり、前年に比べ 24 件の減となった。 
 

区分 H26 27 28 29 30
H31
R元

2 3 4 5

相談件数 319 251 238 294 320 313 211 312 305 281

うち
相談週間

119 85 72 109 113 96 84 109 120 78
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 ３ 労働相談週間の活動状況 
 

当委員会では、平成 18 年度から、労働委員会の特色を活かした紛争解決制度の利用促
進を目的として、年２回（10 月、２月）「悩まず どんとこい労働相談週間」を実施し
ており、平日夜間及び土日も含め一週間、集中的に労働相談に応じている。 

 
（１） 実施期間 

 
第１回 令和５年 ２月１日(水)～７日(火)  
第２回 令和５年 10 月１日(日)～７日(土) 

 
（２） 相談件数等  

解
雇

配
転

懲
戒
処
分

そ
の
他

賃
金
未
払

退
職
金

時
間
外
手
当

そ
の
他

年
休
・
休
暇

そ
の
他

42 3 45 1 7 2 0 11 12 0 1 4 6 16 18 78

来  所 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7

電  話 40 1 41 0 6 2 0 11 12 0 1 4 6 15 14 71

その他 0 0

20 1 21 0 5 0 0 2 8 0 0 2 2 6 7 32

来  所 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

電  話 19 0 19 0 4 0 0 2 8 0 0 2 2 6 6 30

その他 0 0

22 2 24 1 2 2 0 9 4 0 1 2 4 10 11 46

来　所 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5

電　話 21 1 22 0 2 2 0 9 4 0 1 2 4 9 8 41

その他 0 0

区　分

相談者別

相談
方法

第
２
回

相談
方法

相談件数

総
計

相談件数

相談
方法

第
１
回

相談件数

労
働
者

使
用
者

計

賃金等 労働条件等

そ
の
他

計

内　容　別

団
体
交
渉

経営・人事

 
注）内容別件数は、1 件当たり複数の項目もあるため相談者別件数と一致しない。 

 
（期間中の広報活動）  

関係機関等にリーフレットやチラシを配布するとともに、新聞やラジオ、県・市町村・
各種団体等の広報紙・求人情報誌・インターネット等による広報を行った。  

また、令和５年１月 30 日(月)、31 日(火)、９月 29 日(金)に、大分市内で委員や事務局
職員による街頭啓発活動を行った。 

 
   ○チラシ             〇求人情報誌掲載広告 
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第２節 個別労働紛争処理制度の周知 
 

雇用形態の多様化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主の間
の紛争が増加していることから、中央労働委員会と都道府県労働委員会では、毎年 10 月を「個
別労働紛争処理制度」の周知月間と定め、共同 PR 事業を実施している。  

本県においても、以下の取組を実施した。 
 

（１）広報媒体による周知 
 

各種広報媒体を活用した周知を行った。  
①大分県広報媒体：県広報紙、新聞、ホームページ、ＳＮＳ（Ｘ、Facebook、LINE）  
②県以外の広報紙：市町村、商工会議所、商工会連合会、求人情報誌等 

 
（２）ポスター・リーフレットの配布 

 
・ポスター（270 部）、リーフレット（1,700 部）を国（労働局・労基署・ハロー 

ワーク）、県、市町村、労働団体（連合大分・県労連・合同労組等）、使用者団体 
（経営者協会・商工会議所・商工会等）へ配布した。 

 
（３）県内主要労使団体等への訪問 

 
・県内の主要な労働組合、使用者団体及び労働関係公的機関（39 団体）を訪問し、個

別労働関係紛争処理制度の周知に努めた。 
 

（４）「悩まず どんとこい労働相談週間」の実施 
 

・月間中の 10 月１日(日)～７日(土)に「悩まず どんとこい労働相談週間」を実施
した。  

・平日時間外（20 時まで）及び土・日も相談に応じ、労働委員会の周知及び制度の活
用促進に努めた。  

・週間周知のため、令和５年９月 29 日(金)７時 50 分～８時 30 分に大分駅前（北口）
広場において、委員・事務局職員でポケットティッシュ等を使用しての街頭啓発を
行った。 

 
 

○リーフレット 
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